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平
成
19
年
度
第
２
回
理
事
会

新
春
賀
詞
交
換
会

　トピックス
　

本
会
は
１
月
18
日
、
千
葉
市
内
の
ホ

テ
ル
に
お
い
て
理
事
会
を
開
催
し
た
。

　

は
じ
め
に
坂
戸
誠
一
会
長
よ
り
「
ア

メ
リ
カ
の
景
気
減
速
に
伴
い
舵
取
り
の

難
し
い
経
営
環
境
が
続
い
て
い
る
が
、

中
小
企
業
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
支
援
を

行
っ
て
い
き
た
い
」。
と
の
挨
拶
が
あ
っ

た
。
そ
の
後
議
事
に
入
り
、
①
平
成
19

年
度
事
業
進
捗
状
況
並
び
に
収
支
状
況
、

②
第
61
回
中
小
企
業
団
体
全
国
大
会（
千

葉
大
会
）
の
開
催
、
③
そ
の
他
の
議
案

を
審
議
し
可
決
決
定
し
た
。

　

そ
の
後
県
や
商
工
中
金
の
来
賓
を
お

招
き
し
て
賀
詞
交
換
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

自
由
民
主
党・公
明
党
は
、こ
の
程
「
平

成
20
年
度
税
制
改
正
大
綱
」
を
取
り
ま

と
め
た
。

　

今
般
の
税
制
改
正
に
お
い
て
、
長
年

の
課
題
で
あ
っ
た
事
業
承
継
税
制
の
抜

本
拡
充
が
実
現
。
こ
れ
に
よ
り
、
事
業

承
継
の
最
大
の
支
障
の
一
つ
で
あ
る
中
小

企
業
経
営
者
の
相
続
税
負
担
の
問
題
が

一
掃
さ
れ
、
事
業
の
継
続
・
発
展
を
通

じ
た
地
域
経
済
の
活
性
化
を
強
力
に
後

押
し
。
併
せ
て
、
中
小
企
業
の
生
産
性

向
上
・
成
長
の
底
上
げ
を
促
進
す
る
中

小
企
業
投
資
促
進
税
制
、
少
額
減
価
償

却
資
産
特
例
の
延
長
や
中
小
企
業
技
術

基
盤
強
化
税
制
の
拡
充
等
が
実
現
。

内
容
は
次
の
と
お
り
。

中
小
企
業
事
業
承
継
税
制
の
抜
本
拡
充

⑴�

中
小
企
業
事
業
承
継
税
制
の
抜
本
拡
充

　

事
業
承
継
の
際
の
障
害
の
一
つ
で
あ

る
相
続
税
負
担
の
問
題
を
抜
本
的
に
解

決
す
る
た
め
、
非
上
場
株
式
等
に
係
る

相
続
税
の
軽
減
措
置
に
つ
い
て
、
現
行

の
10
％
減
額
か
ら
80
％
納
税
猶
予
に
大

幅
に
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
対
象
を
中

小
企
業
全
般
に
拡
大
す
る
。
な
お
、
本

制
度
は
、
平
成
21
年
度
改
正
で
創
設
し
、

事
業
継
続
円
滑
化
法
（
仮
称
）
の
施
行

の
日
（
平
成
20
年
10
月
予
定
）
以
降
の

相
続
に
遡
っ
て
適
用
す
る
。

⑵
非
上
場
株
式
に
お
け
る
営
業
権
の
評

価
の
改
正

　

中
小
企
業
の
事
業
承
継
に
お
け
る
非
上

場
株
式
の
適
正
な
評
価
に
資
す
る
た
め
、

非
上
場
株
式
を
純
資
産
価
額
方
式
に
よ
り

評
価
す
る
場
合
に
計
上
さ
れ
る
営
業
権
の

評
価
に
つ
い
て
見
直
す
。（
当
該
利
率
は

２
％
か
ら
５
％
に
引
き
上
げ
る
予
定
）

中
小
企
業
の
生
産
性
向
上
・
成
長
の
底

上
げ

⑴
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
の
延
長
、

情
報
基
盤
強
化
税
制
の
延
長
・
拡
充
（
法

人
税
、
所
得
税
、
法
人
住
民
税
、
法
人

事
業
税
）

　

中
小
企
業
を
始
め
と
し
た
戦
略
的
な

Ｉ
Ｔ
投
資
の
加
速
等
を
図
り
、
日
本
経

済
の
生
産
性
向
上
・
成
長
の
底
上
げ
を

牽
引
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ

の
た
め
中
小
企
業
向
け
の
情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
強
化
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
や
高
度
な

Ｉ
Ｔ
利
活
用
を
実
現
す
る
た
め
の
連
携

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
追
加
等
を
行
っ
た
上
で

情
報
基
盤
強
化
税
制
を
延
長
す
る
と
と

も
に
、
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
を
２

年
間
延
長
す
る
。

⑵
少
額
減
価
償
却
資
産
の
特
例
の
延
長

（
法
人
税
、
所
得
税
）

　

小
規
模
企
業
を
中
心
に
パ
ソ
コ
ン
等

の
生
産
性
向
上
に
寄
与
す
る
投
資
の
促

進
に
効
果
を
有
し
、
中
小
企
業
の
事
務

負
担
の
軽
減
に
資
す
る
少
額
減
価
償
却

資
産
特
例
（
30
万
円
未
満
の
小
額
資
産

の
即
時
全
額
損
金
参
入
）
の
適
用
期
限

を
２
年
間
延
長
す
る
。

⑶
研
究
開
発
促
進
税
制
・
中
小
企
業
技

術
基
盤
強
化
税
制
の
拡
充
（
法
人
税
・

所
得
税
・
法
人
住
民
税
）

　

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
加
速
に
よ
る
成

長
力
・
競
争
力
強
化
の
た
め
、
頑
張
る

企
業
（
①
研
究
開
発
費
を
増
加
さ
せ
る

企
業
や
②
研
究
開
発
比
率
の
高
い
企
業
）

に
対
す
る
投
資
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
強

化
す
る
。（
試
験
研
究
費
に
対
す
る
税
額

控
除
上
限
を
20
％
か
ら
30
％
に
引
き
上

げ
る
。）

⑷
人
材
投
資
促
進
税
制
の
拡
充
（
法
人

税
、
所
得
税
、
法
人
住
民
税
）

　

中
小
企
業
の
生
産
性
向
上
・
成
長
・

底
上
げ
の
た
め
に
は
、
人
材
投
資
の
加

速
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

厳
し
い
経
営
状
況
の
た
め
、
人
材
投

資
を
継
続
的
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
困

難
な
中
小
企
業
に
つ
い
て
、
教
育
訓
練

費
の
増
減
に
関
わ
ら
ず
、
適
用
事
業
年

度
の
教
育
訓
練
費
の
総
額
か
ら
税
額
控

除
す
る
簡
素
な
制
度
（「
総
額
型
」）
に

拡
充
す
る
。

⑸
創
業
５
年
以
内
の
中
小
企
業
に
対
す

る
欠
損
金
の
繰
戻
還
付
措
置
の
延
長（
法

人
税
）

　

事
業
基
盤
が
脆
弱
な
創
業
間
も
な
い

中
小
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
に
つ
い
て
、
欠

損
金
の
繰
戻
還
付
措
置
の
適
用
期
限
を

２
年
間
延
長
す
る
。

⑹
交
際
費
の
損
金
算
入
の
特
例
の
延
長

（
法
人
税
）

　

中
小
企
業
の
事
業
活
動
を
円
滑
化
す

る
た
め
、
交
際
費
に
つ
い
て
、
中
小
企

業
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
損
金
算

入
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
２
年
間

延
長
す
る
。

⑺
企
業
再
生
税
制
の
特
例
措
置
を
受
け

る
私
的
整
理
の
要
件
の
緩
和
（
法
人
税
）

　

事
業
再
生
の
小
規
模
化
に
も
対
応
し
、

未
だ
十
分
に
進
ん
で
い
な
い
地
域
の
中

小
企
業
の
再
生
を
よ
り
一
層
促
進
す
る

た
め
、
信
用
保
証
協
会
が
求
償
権
放
棄

を
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
企
業
再
生

税
制
の
特
例
措
置
を
認
め
る
。

⑻
農
商
工
連
携
等
を
促
進
す
る
税
制
措

置
の
創
設
（
法
人
税
、
所
得
税
）

　

地
域
経
済
の
活
性
化
に
向
け
、「
中
小

農
商
工
連
携
促
進
法
（
仮
称
）」
に
基
づ

き
、
農
林
水
産
業
と
中
小
企
業
と
が
連

携
し
て
行
う
、
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
技
術
な

ど
の
経
営
資
源
を
活
用
し
た
、「
農
商
工

等
連
携
事
業
活
動
（
仮
称
）」
を
促
進
す

る
た
め
、
当
該
連
携
事
業
活
動
の
立
ち

上
げ
・
拡
大
に
向
け
必
要
と
な
る
設
備

投
資
を
支
援
す
る
税
制
措
置
を
創
設
す

る
。（
7
％
の
税
額
控
除
又
は
30
％
の
特

別
償
却
）

⑼
減
価
償
却
制
度
：
法
定
耐
用
年
数
区

分
及
び
短
縮
特
例
制
度
の
見
直
し
（
法

人
税
、
所
得
税
、
法
人
住
民
税
、
法
人

事
業
税
、
固
定
資
産
税
）

　

減
価
償
却
制
度
に
つ
い
て
、
国
際
競

争
力
強
化
の
視
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
①

法
定
耐
用
年
数
区
分
の
大
括
り
化
・
耐

用
年
数
見
直
し
、
②
短
縮
特
例
制
度
の

手
続
き
簡
素
化
を
行
う
。

平
成
20
年
度
中
小
企
業
関
係

税
制
改
正
の
ポ
イ
ン
ト




